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那須塩原市上下水道料金・公営企業会計システム 

導入及び運用業務に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 実施目的 

本市の上下水道料金システム及び公営企業会計システムは、平成３２

(2020)年９月末でリース満了となることから、更新が必要となっている。 

また、本市下水道事業についても平成３２(2020)年４月から地方公営企業

法適用となり、公営企業会計システムの使用を開始する必要がある。 

今回のシステム更新では、総合的なパッケージシステムの導入を前提とし、

市民サービス品質の向上、業務の効率化、下水道事業法適化による公営企業

会計システムの円滑な導入及びシステム運用経費の削減を目的とするもので

ある。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称 

那須塩原市上下水道料金・公営企業会計システム導入及び運用業務 

（以下、「本業務」という。） 

（２）業務内容 

別紙「那須塩原市上下水道料金・公営企業会計システム導入及び運用業務

仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり 

 

３ 参加資格 

仕様書で提示する業務を的確に実施する能力を有し、次に掲げる条件を全

て満たしている法人とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。 

（２）那須塩原市の入札参加資格を有すること。 

（３）本業務公募時点で提案者の本社所在地における都道府県知事または那須

塩原市長からの指名停止等の措置を受けていない者であること。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始又

は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の

申立てがなされた者（これら手続開始の決定後、那須塩原市の入札参加資

格の認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（６）役員その他経営に実質的に関与している者が暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する



2 

 

暴力団員であることその他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密

接な関係を有していると認められること等が存在しないこと。 

（７）他社が導入した上下水道料金システム及び公営企業会計システムからの

移行実績があること。具体的には「履行実績等」（様式４）に記載すること。 

（８）プライバシーマーク、品質マネジメントシステム（ＱМＳ）、情報セキュ

リティマネジメントシステム（ＩＳМＳ）の認証を全て取得していること。 

（９）業務を確実に履行できる体制及び同種・類似業務の履行実績を有するこ

と。 

 

４ 提案上限額 

  １２５，８６６，０００円（税抜） 

  ただし、この金額は企画内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格

を示すものではない。また、リース料率を含んだ金額である。 

  なお、プロポーザルは平成３１(2019)年３月市議会定例会における平成３

１(2019)年度当初予算の承認を前提とした準備事務である。従って、同市議

会定例会において、本業務に係る予算が否決された場合には、本業務を延期

又は中止する。この場合において、それまでに参加者に費用が発生した時は

参加者の負担とする。 

 

５ 企画提案参加表明 

本プロポーザルに参加する場合は、「参加表明書」（様式１）に必要事項を

記載し、指定の日時までに那須塩原市上下水道部水道課（那須塩原市役所西

那須野庁舎２階）へ持参すること。 

（１）提出書類 

参加表明書 （様式１） 

（２）提出期限 

平成３１(2019)年２月２０日（水）午後５時まで 

（３）提出部数 

代表者印押印のもの１部 

（４）提出先 

那須塩原市上下水道部水道課総務係（那須塩原市役所西那須野庁舎２階） 

所在地 〒３２９－２７９２ 栃木県那須塩原市あたご町２－３ 

電話  ０２８７－３７－５１４５ 

担当  角田、久住 

（５）提出方法 

持参により提出すること。提出時に仕様書の一部（システム機能要求仕様
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書等）を配付するため、郵送はしないこと。また、事前に来庁日時を連絡す

ること。 

 

６ 企画提案参加表明の取下げ 

やむを得ない理由により参加表明書提出後に参加表明を取り下げる場合に

は、「参加取下書」（様式９）に必要事項を記載し、指定の日時までに那須塩

原市上下水道部水道課（那須塩原市役所西那須野庁舎２階）へ持参すること。 

（１）提出書類 

参加取下書 （様式９） 

（２）提出期限 

平成３１(2019)年３月６日（水）午後５時まで 

（３）提出部数 

代表者印押印のもの１部 

（４）提出先 

那須塩原市上下水道部水道課総務係（那須塩原市役所西那須野庁舎２階） 

所在地 〒３２９－２７９２ 栃木県那須塩原市あたご町２－３ 

電話  ０２８７－３７－５１４５ 

担当  角田、久住 

（５）提出方法 

持参により提出すること。また、事前に来庁日時を連絡すること。 

 

７ 質問書の提出 

本プロポーザルの仕様書等に関して不明な点がある場合は、「質問書」（様

式２）を作成し、電子メールに添付して、上下水道部水道課のメールアドレ

スへ送付し、電話にて担当者に到達確認を行うこと。なお、質問内容により

提案者の選定に公平性を保てないと判断された場合は回答を行わないことが

ある。 

メール送信の際の件名は次のとおりとする。ただし提案者名称は略称でも

良い。 

件名：料金・会計システム導入質問：＋提案者名称＋送信年月日[Hyymmdd] 

例：株式会社△△△△が平成３１(2019)年２月９日に質問書を送付した場合 

→ 料金・会計システム導入質問：株式会社△△△△ H310209 

（１）提出書類 

質問書（様式２） 

（２）提出期限 

平成３１(2019)年２月２０日（水）午後５時まで 
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（３）提出先 

那須塩原市上下水道部水道課   suidou@city.nasushiobara.lg.jp 

（４）提出方法 

電子メールに添付して送付すること。 

添付ファイルはパスワード付の圧縮又は暗号化を実施すること。 

（５）質問に対する回答 

提案者から提出された質問事項は、取りまとめた上で提案者名は記載せず

に、回答の一覧を参加者全員に平成３１(2019)年２月２７日までに「質問回

答書」として電子メールに添付し送付する。 

 

８ 企画提案 

企画提案参加表明後、仕様書に基づき那須塩原市にとって最適な方策を提

案すること。 

（１）提出書類 

①会社概要（様式３） 

・履歴全部事項証明書（登記簿謄本）（６か月以内に発行されたもの）を 

添付のこと。（写し可） 

②納税証明書 

・提出日の６か月以内に発行されたもの（写し可） 

・国税は法人税、消費税及び地方消費税（所轄税務署） 

・都道府県税は直前２年分の全て（都道府県税事務所） 

・市町村税は直前２年分の全て（市町村） 

③履行実績等（様式４） 

④履行実績が分かる書類（契約書の写し等） 

⑤業務実施体制図（様式５） 

⑥企画提案書（様式６） 

⑦システム機能要求仕様書の提案者回答 

⑧価格提案書（様式７）及び価格提案内訳書（様式８） 

 ・リース契約が可能なものはリース業者から見積もりを徴し、添付する 

こと。提案額はリース料率分込みとし、リース業者との契約額は提案 

額を上限とする。 

⑨追加提案説明書及び追加提案見積書（様式自由） 

※①、③、⑤～⑨の文書については正本１部、副本７部を提出すること。 

②、④については正本１部を提出すること。 

※⑦の Excel ファイルを記録したＣＤ－Ｒ１枚を提出すること。 
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（２）提出期限 

平成３１(2019)年３月６日（水） 午後５時まで 

（３）提出先 

那須塩原市上下水道部水道課総務係（那須塩原市役所西那須野庁舎２階） 

所在地 〒３２９－２７９２ 栃木県那須塩原市あたご町２－３ 

電話  ０２８７－３７－５１４５ 

担当  角田、久住 

メール suidou@city.nasushiobara.lg.jp 

（４）提出方法 

郵送等または持参により提出すること。郵送等にあっては簡易書留や配達

記録等により到着確認が行えるように配慮すること。 

なお、持参した場合でも提案書等を受領するのみとし、その場での説明・

質問等は受け付けない。 

（５）企画提案書の留意事項 

①企画提案書の記述にあたっては、補足説明を要せず理解できる内容と 

すること。 

②提案書に記載する内容は全て本業務における実施義務を提案者が提示 

したものとする。 

③使用する用紙は、表紙を含め各規定様式（図面等補足資料は除く）と 

するが、特に指定のない限りは Word、PowerPoint を使用し、A４縦 

片面刷り、フォントサイズ 10.5ポイント以上、横書きとすること。 

A３の用紙を使用する場合は横折込とすること。 

④提出資料はページ番号を振ること。企業案内や製品パンフレット等の 

添付書類は散逸しないよう冊子としてまとめるとともに、表紙の次 

ページに資料一覧を添付すること。 

⑤市にとって有益と思われる追加提案については、提案内容及び費用を 

企画提案書に記載し提出すること。追加提案については企画提案書の 

一部として評価するが、その費用を含む提案費用は、予算上限額の範 

囲内とする。追加提案の見積様式については任意とするが、明細も添 

付すること。 

⑥企画提案書についてはプレゼンテーションまでの期間に質問をする場 

合がある。参加表明書に記載のメール連絡先にて対応できる体制を整 

えること。 

（６）システム機能要求仕様書の提案者回答の方法 

システム機能要求仕様書については、下の基準にて回答すること。  

◎ パッケージで対応しているもの。 
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○ カスタマイズを必要とするが、無償で対応するもので、職員の操作負担

が増えないもの。 

● パッケージの代替機能で対応しているが、職員の操作負担が発生するも

の。なお、代替機能については備考に具体的な対応方法を明記すること。 

△ 有償でカスタマイズを必要とするもの。様式７及び様式８にその費用を

記入すること。 

× 対応できないもの。または要求仕様を著しく満たしていないもの。 

 

９ 契約候補者の選定 

選定については「那須塩原市上下水道料金・公営企業会計システム導入及

び運用業務に係るプロポーザル方式による候補者選定委員会」（以下、「選定

委員会」という。）により一次評価及び二次評価の２段階評価を行う。なお、

事務局は水道課があたる。 

（１）一次評価 

一次評価は、提出された会社概要・会社実績等一式、企画提案一式及び機

能要求仕様回答書について評価基準に基づいた評価を行い、上位３社以内を

二次評価対象者として選定する。評価項目と配点については、次のとおりと

する。なお、基準点を設け、基準点を上回った提案者のみを選定の対象とす

る。 

一次評価の結果、二次評価対象者が１社となった場合でも二次評価を実施

する。 

 

①提案評価          ２００点 

 会社概要、システム構成、構築スケジュール等 

②機能評価            ５００点 

 機能要求の適応度合 

             合計    ７００点  

              （基準点   ４２０点） 

（２）二次評価 

二次評価は、プレゼンテーション内容、システムデモンストレーション内

容及び運用と移行を含む費用総額について評価基準に基づいた評価を行い、

最も優れた企画提案を行った提案者を契約候補者として選定する。二次評価

は一次評価の得点を持ちこさない独立した評価を行い、評価項目と配点につ

いては、次のとおりとする。なお、基準点を設け、基準点を上回った提案者

のみを選定の対象とする。デモンストレーションについては、選定委員及び

評価補助者が採点し、それをもとに選定委員会において評価する。 
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①提案評価（プレゼンテーション） ３００点 

 システムの構成、保守内容、追加提案等 

②機能評価（デモンストレーション） ３００点 

システムの操作性等 

③費用評価             ２００点 

             合計    ８００点  

（基準点   ３６０点（③は除く）） 

（３）プレゼンテーション 

二次評価におけるプレゼンテーションは次のとおり実施する。 

①日時及び場所 

平成３１(2019)年３月２０日（水）午前 

那須塩原市役所 西那須野庁舎 会議室 

※提案者ごとの集合時間、集合場所等については、別途通知する。 

  ②時間 

１社当たり６０分を予定している。 

準備 ５分、説明 ４０分、市からの質問 １５分 

③参加人数 

５名以内とする。なお、導入の際に本業務を担当する予定の者を最低１

名以上参加させること。 

④注意事項 

・発表の順番等については、提案者と協議することなく、市が決定する。 

・企画提案書とは別の資料配付は許可する。なお、配付資料は８部用意 

すること。 

・プロジェクター及びスクリーンは市で準備するが、その他プレゼン 

テーションに必要なものは、提案者が用意すること。 

・提案者は説明・質疑応答内容を記録し、具体的な議事録を作成し、水道 

課へ提出すること。議事録の書式は任意とする。なお、議事録の提出期 

限は平成３１(2019)年３月２５日正午までとする。 

（４）デモンストレーション 

二次評価におけるデモンストレーションは以下のとおり実施する。 

①日時 

平成３１(2019)年３月２０日（水）午後 

平成３１(2019)年３月２２日（金）午前及び午後 

※提案者ごとの日時、集合場所等については、別途通知する。 
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②実施会場 

・実施会場は那須塩原市役所西那須野庁舎会議室を予定している。実施 

会場の間取り、電源位置等を考慮して機器及び電源コード等必要なも 

のを二次評価対象者において用意すること。 

・事前に会場の下見をすることは可能とするが、下見の日時については 

水道課と調整すること。 

③デモンストレーション内容 

・システムが持つ機能の概要がわかるよう説明すること。 

・機能要求仕様回答書で●、△又は×と回答した項目について、詳しく 

説明すること。 

・業務効率の向上に寄与する機能について、説明すること。 

・評価者及び評価補助者から説明を求められた事項については、全て回 

答すること。 

・説明時にはサンプルデータ等を用いること。サンプルデータは二次評 

価対象者が事前に準備することとし、データが無いために機能説明が 

できない事のないよう準備すること。 

・帳票等の印刷については、デモンストレーションにおいて実施できな 

い場合は、プレビュー機能又は帳票のサンプル等で説明すること。 

④用意する資料 

・機能要求仕様回答書に◎〇で回答した帳票のサンプルを全て用意する 

こと。 

・デモンストレーション終了後に帳票サンプルをデータ（ＣＤ－Ｒ）で 

提出すること。 

⑤注意事項 

・発表の順番等については、提案者と協議することなく、市が決定する。 

・プロジェクター及びスクリーンは市で準備するが、その他デモンスト 

レーションに必要なものは、提案者が用意すること。 

・提案者は説明・質疑応答内容を記録し、具体的な議事録を作成し、水 

道課へ提出すること。議事録の書式は任意とする。なお、議事録の提 

出期限は平成３１(2019)年３月２５日正午までとする。 

 

10 スケジュール 

  スケジュールは次のとおりとする。なお、本書で提示したスケジュールは

予定であり、変更する場合もある。その場合は事前に連絡を行う。 

（１）募集開始          平成３１(2019)年２月 ６日 

（２）参加表明受付期限      平成３１(2019)年２月２０日午後５時まで 
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（３）質問受付期限        平成３１(2019)年２月２０日午後５時まで 

（４）質問回答予定日       平成３１(2019)年２月２７日 

（５）提案書提出期限       平成３１(2019)年３月 ６日午後５時まで 

（６）参加表明取下期限      平成３１(2019)年３月 ６日午後５時まで 

（７）一次評価結果通知      平成３１(2019)年３月１５日まで 

（８）プレゼンテーション予定日  平成３１(2019)年３月２０日 

（９）デモンストレーション予定日 平成３１(2019)年３月２０日、２２日 

（10）議事録提出期限       平成３１(2019)年３月２５日正午まで 

（11）二次評価結果通知      平成３１(2019)年３月２９日まで 

 

11 契約 

（１）仕様の調整 

   契約候補者と水道課及び下水道課で、契約候補者による企画提案をもと

に事業内容について協議し、仕様内容の調整を行い契約すべき内容を確定

する。 

（２）導入業者の決定 

市は契約候補者から、構築業務、物品調達等を含めた導入金額及び保守

業務委託額について見積書を徴し、導入業者として決定する。なお、最終

的に提出された見積書において双方合意に至らない場合は、二次評価にお

いて次点となった提案者と仕様の調整を行う。 

（３）契約 

   導入業者と仕様の調整に基づいて提出された見積書において合意した後

に契約書を取り交わし契約を締結する。ここで契約とは以下の３つに分割

される。 

  ①対象とする機器並びにソフトウェアのリース契約 

市はリース会社とリース契約を行う。リース契約期間は平成３２(2020)

年４月１日から６０か月間（上下水道料金システムについては平成３２

(2020)年１０月１日から５４か月間）とする。 

リース契約によらない契約となる場合は、導入業者との協議により契約を

行う。 

なお、導入に係る作業費、データ移行及びカスタマイズ費用も含むものと

する。ただし、③の業務に係る費用は除く。 

  ②対象とする機器並びにソフトウェアの保守契約 

市は導入業者と保守契約を行う。保守契約期間は平成３２(2020)年４月１

日から６０か月間（上下水道料金システムについては平成３２(2020)年１

０月１日から５４か月間）とする。 
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  ③下水道事業法適用にかかる公営企業会計システム導入業務 

   市は導入業者と下水道事業会計の法適化に伴い新たに導入する公営企業

会計システムについて、データ移行、勘定科目等の調整、その他必要と

される導入作業に係る業務委託契約を行う。契約期間は協議が整った時

点から平成３２(2020)年３月３１日までとする。 

    

12 その他留意事項 

（１）企画提案一式の作成及び提出、プレゼンテーション及びデモンストレー

ションの参加等、一切の経費等は提案者の負担とする。また、提出書類は

返却しない。 

（２）提出された書類は、契約候補者選定に伴う作業等に必要な範囲内におい

て、事前の承諾を得ずに、市が複製を作成する場合がある。 

（３）次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。 

  ・企画提案一式に虚偽の記載がある提案。なお、虚偽の記載をした提案者 

に対して別途措置を行うことがある。 

  ・「参加表明書」に記載された者以外の者が行った提案。 

  ・提案者の記名及び押印を欠く提案。 

  ・参加表明書等に虚偽の記載をした者が行った提案。 

  ・記載内容が著しく不明確な提案。 

  ・２種類以上の書類提出がなされた提案。 

  ・その他実施要領等において示した条件等参加に関する条件に違反した提 

案。 

  ・那須塩原市関係者と不正な接触等を行った提案者の提案。 

 

 

以上 


